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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第94期

第１四半期連結
累計期間

第95期
第１四半期連結
累計期間

第94期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（百万円） 3,354 9,321 29,626

経常損失（△）（百万円） △380 △5 △2,228

四半期純利益又は四半期（当期）純損失（△）（百万円） △5,945 190 △8,853

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
△5,876 △73 △8,656

純資産額（百万円） 9,242 9,381 9,462

総資産額（百万円） 53,536 55,961 57,662

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期（当期）

純損失金額（△）（円）
△74.89 1.68 △112.52

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － 1.57 －

自己資本比率（％） 17.2 16.7 16.4

  (注)　１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２. 売上高には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。　

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第94期第１四半期連結累計期間及び第94

期は、潜在株式が存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失のため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】
当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

　 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結累計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、設備投資や個人消費が増加基調にあり、企業収益も改善す

るなど緩やかながら持ち直しの動きが見られ、さらに観光業界は旅行需要が回復しておりますものの、雇用・所

得環境は依然厳しく、金融不安や長引く円高等先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような経済環境のもと、主力の観光業界を取り巻く環境は、福島において依然厳しい状況にありますが、

当社基幹施設であるスパリゾートハワイアンズにつきましては、各方面から多くの方々の復興へのご支援・ご

協力をいただき当初の予測を上回るご来場者を得て、ほぼ震災前の水準を回復することができました。

卸売業・運輸業につきましては堅調に推移し増収増益となりましたが、製造関連事業につきましては売上単

価の下落により厳しい状況にて推移いたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は93億21百万円（前年同期比59億67百万円、177.9％増）、営業

利益は97百万円（前年同期は営業損失２億72百万円）、支払利息等の計上により経常損失は５百万円（前年同

期は経常損失３億80百万円）となりましたものの、復興補助金２億９百万円を特別利益として計上したこと等

により四半期純利益は１億90百万円（前年同期は四半期純損失59億45百万円）となりました。

　

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

　

[観光事業]

スパリゾートハワイアンズにつきましては、「フラガール」によるショーがご好評をいただくとともに、「ポ

ケモンセンタートウホク in ハワイアンズ」、「よしもと笑顔復活大劇場」を開催するなど集客に努めました

結果、利用人員は、ハワイアンズ（日帰り）が289千人（前年同期は休業中）、ホテルハワイアンズ（宿泊）が80

千人（前年同期は休業中）となりました。

クレストヒルズゴルフ倶楽部は、首都圏からの利用者の増加等により、利用者数は15千人（前年同期比９千

人、178.2％増）となりました。

　この結果、当部門の売上高は23億39百万円（前年同期比22億23百万円増）、営業利益は１億83百万円（前年同

期は営業損失１億76百万円）となりました。

　

[卸売業]

　石炭、石油両部門ともに、主要納入先への販売数量が増加したことにより増収となりました。

この結果、当部門の売上高は、60億13百万円（前年同期比36億70百万円、156.7％増）、営業利益は、27百万円

（前年同期比５百万円、27.6％増）となりました。

　

[製造関連事業]

建設機械等の受注は堅調に推移しましたが、船舶用モーターの売上単価の下落等により減収となりました。

この結果、当部門の売上高は、４億85百万円（前年同期比27百万円、5.4％減）、営業利益は34百万円（前年同

期比20百万円、37.4％減)となりました。

  

[運輸業]

港湾運送部門につきましては主に電力会社向け石炭輸送が増加し、また石油小売部門につきましては販売数

量が増加したことにより増収となりました。

この結果、当部門の売上高は、４億83百万円（前年同期比１億１百万円、26.5％増）、営業利益は９百万円（前

年同期は営業損失31百万円)となりました。
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（２）財政状態　

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ17億１百万円減少し、559億61百万

円となりました。これは主に、現金及び預金の減少によるものであります。負債につきましては、前連結会計年度

末に比べ16億20百万円減少し、465億79百万円となりました。これは主に、災害損失引当金の減少によるものであ

ります。純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ80百万円減少し、93億81百万円となりました。これは主

に、その他有価証券評価差額金の減少によるものであります。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

　

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。

（５）従業員数

当第１四半期連結累計期間において、従業員数平均人員が大幅に増加いたしました。

従業員数平均人員増加の要因は、前期中にスパリゾートハワイアンズが営業を再開したことに伴う臨時従業

員の増加によるものであります。

　

（６）生産、受注及び販売の実績

　当第１四半期連結累計期間において、観光事業及び卸売業の仕入が著しく増加し、製造業の受注が著しく減少

いたしました。　

観光事業の仕入増加の要因は、前年同期はスパリゾートハワイアンズが営業休止中であったためであります。

　

卸売業の仕入増加の要因は、前年同期は震災の影響による主要納入先の操業停止等があったためであります。

製造関連事業の受注減少の要因は、船舶用モーターの単価下落等によるものであります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

　　　①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 159,630,000

第１回Ａ種優先株式 70,000

第１回Ｂ種優先株式 300,000

計 160,000,000

②【発行済株式】

種類

　
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成24年６月30日）

　

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 79,598,912 同左
東京証券取引所

市場第一部
（注）１

第１回Ａ種優先

株式

（当該優先株式

は行使価額修正

条項付新株予約

権付社債券等で

あります。）

70,000 同左 非上場 （注）２～４

第１回Ｂ種優先

株式

（当該優先株式

は行使価額修正

条項付新株予約

権付社債券等で

あります。）

300,000 同左 非上場
（注）

２～３、５

計 79,968,912 同左 － －

（注）１．権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。

２．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(１)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株

式数が増加します。

(２)取得価額の修正の基準及び頻度

毎月１日（ただし、同日が当社の営業日でない場合には、その翌営業日とする）に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日の東京証券取引所第一部における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の

平均値の92％
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(３)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

①取得価額の下限

Ａ種優先株式：86円

Ｂ種優先株式：41円

②取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

Ａ種優先株式：8,139,534株（平成24年８月10日現在の普通株式の発行済株式総数の10.23％）

Ｂ種優先株式：73,170,731株（平成24年８月10日現在の普通株式の発行済株式総数の91.92％）

(４)当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項の有無　：　有

３．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

(１)権利行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

所有者との間で金銭を対価とする取得請求権については、平成28年11月22日までは行うことはできないこ

と、及び普通株式を対価とする取得請求についてはＡ種優先株式は平成27年９月26日まで、Ｂ種優先株式は

平成27年１月30日までは行うことはできないことをそれぞれ合意しております。また、取得請求権を行使し

ようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる普通株式の数が本優先株式の発行の

払込時点における当社上場株式の数の10％を超える場合には、当該10％を超える部分に係る取得請求権の行

使を行うことができないことを合意しております。

(２)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

譲渡による本優先株式の取得については、当社の取締役会決議の承認を要する。

４．第１回Ａ種優先株式の内容は、次のとおりであります。

なお、単元株式数は1,000株であり、種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

（１）募集株式の種類

常磐興産株式会社　第１回Ａ種優先株式

（２）募集株式の数

株式併合後：70,000株（発行時：3,500,000株）

（３）払込金額

株式併合後：１株につき10,000円（発行時：200円）

（４）払込金額の総額

700,000,000円

（５）増加する資本金

350,000,000円（株式併合後：１株につき5,000円（発行時：100円））

（６）増加する資本準備金

350,000,000円（株式併合後：１株につき5,000円（発行時：100円））

（７）払込期日

平成20年９月26日

（８）割当先および株式数

ＤＢＪコーポレート投資事業組合（現株主　株式会社日本政策投資銀行）に全株式を割り当てる。

（９）剰余金の配当

①期末配当の基準日

当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ａ種優先株式を有する株主（以

下「第１回Ａ種優先株主」という。）又は第１回Ａ種優先株式の登録株式質権者（以下「第１回Ａ種優先登

録株式質権者」という。）に対して、金銭による剰余金の配当（期末配当）をすることができる。

②中間配当の基準日

当会社は、取締役会の決議により、毎年９月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ａ種優先

株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して、会社法第454条第５項に定める金銭による剰余金の配当

（中間配当）をすることができる。

③期末配当及び中間配当以外の期中における優先配当の基準日

当会社は、期末配当及び中間配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録さ

れた第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当をすることが

できる。
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④優先配当金

当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として第１回Ａ種優先株式の剰余金の配当を行うときは、

当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権

者に対して、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」とい

う。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、かつ、当該基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ｂ種優先株式を有する株主（以下「第１回Ｂ種優先株主」

という。）又は第１回Ｂ種優先株式の登録株式質権者（以下「第１回Ｂ種優先登録株式質権者」という。）

に対し第１回Ｂ種優先株式の発行要項（以下「第１回Ｂ種発行要項」という。）９.(４)（注５（９）④に

記載の内容）に基づき支払う配当金（以下「第１回Ｂ種優先配当金」という。）の支払と同順位で、第１回

Ａ種優先株式１株につき、下記（９）⑤に定める額の配当金（以下「優先配当金」という。）を金銭にて支

払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中に、当該剰余金の配当の基準日以前の日を基準

日として第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したときは、その額を

控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会

社が第１回Ａ種優先株式を取得した場合、当該第１回Ａ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を

行うことを要しない。

⑤優先配当金の額

優先配当金の額は、第１回Ａ種優先株式１株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除

算は最後に行い、円位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。

ア 剰余金の配当の基準日が払込期日（同日を含む。）以降平成24年１月29日（同日を含む。）までの期間に

属する場合

第１回Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金の額は、第１回Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額に

年率５％を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、

当該剰余金の配当の基準日が平成21年３月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日）（同日

を含む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日とし

て日割計算により算出される金額とする。

イ 剰余金の配当の基準日が平成24年１月30日（同日を含む。）以降平成24年３月末日（同日を含む。）まで

の期間に属する場合

第１回Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金の額は、第１回Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額に

年率５％を乗じて算出した金額（ただし、平成23年４月１日（同日を含む。）から平成24年１月29日（同

日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日として日割計算により算出される金額とする。）

に、第１回Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額に年率６％を乗じて算出した金額（ただし、平成24年１

月30日（同日を含む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１

年を365日として日割計算により算出される金額とする。）を加えた金額とする。

ウ 剰余金の配当の基準日が平成24年４月１日（同日を含む。）以降の期間に属する場合

第１回Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金の額は、第１回Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額に

年率６％を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（同日を

含む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日として

日割計算により算出される金額とする。

⑥累積条項

ある事業年度に属する日を基準日として第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対し

て行われた１株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とする優先配当金の額に達し

ないときは、その不足額は翌事業年度の初日（同日を含む。）以降、年率５％（ただし、平成24年１月30日以

降は年率６％）の利率で１年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、１年を365日とした日割計算

により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。

累積した不足額（以下「累積未払優先配当金」という。）については、当該翌事業年度以降、優先配当金、第

１回Ｂ種優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、かつ、第１回

Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対する、第１回Ｂ種発行要項９.(６)（注５（９）⑥に

記載の内容）に従い計算した第１回Ｂ種優先配当金に係る累積未払額の配当と同順位で、第１回Ａ種優先株

主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して配当する。

⑦非参加条項

当会社は、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して、優先配当金を超えて剰余金

の配当を行わない。
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（10）残余財産の分配

①残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して、

普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、かつ、第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権

者に対し第１回Ｂ種発行要項10.(１)（注５（10）①に記載の内容）に基づき行う残余財産の分配と同順位

で、第１回Ａ種優先株式１株当たり、下記（10）②に定める金額を支払う。ただし、残余財産が第１回Ａ種優

先株主及び第１回Ｂ種優先株主（以下、本項において個別に又は総称して「優先株主」という。）並びに第

１回Ａ種優先登録株式質権者及び第１回Ｂ種優先登録株式質権者（以下、本項において個別に又は総称して

「優先登録株式質権者」という。）に対して支払うべき金額の総額に満たない場合は、それぞれその優先株

主又は優先登録株式質権者に支払うべき金額に応じて残余財産を按分して分配するものとする。

②残余財産分配額

第１回Ａ種優先株式１株当たりの残余財産分配額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

（算式）

１株当たりの残余財産分配額＝10,000円＋累積未払優先配当金相当額＋日割未払優先配当金額

上記算式における「日割未払優先配当金額」は、残余財産分配がなされる日（以下「残余財産分配日」と

いう。）の属する事業年度において、残余財産分配日を基準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、

（９）⑤に従い計算される優先配当金額相当額とする。

③非参加条項

第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わな

い。

（11）譲渡制限

譲渡による第１回Ａ種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。

（12）議決権

第１回Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。

当社の第１回Ａ種優先株式については、普通株式に優先する条項を付する内容の株式としている関係か

ら、株主総会における議決権を有しないこととしている。

（13）現金対価の取得請求権（償還請求権）

①償還請求権の内容

第１回Ａ種優先株主は、平成20年９月26日以降いつでも、当会社に対して現金を対価として第１回Ａ種優

先株式を取得することを請求（以下「償還請求」という。）することができる。この場合、当会社は、第１回

Ａ種優先株式を取得するのと引換えに、当該償還請求の日（以下「償還請求日」という。）における分配可

能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優

先登録株式質権者に対して、下記（13）②に定める金額の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可

能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第１回Ａ種優先株式は、抽選又は償還請求が行われた第

１回Ａ種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。

②償還価額

第１回Ａ種優先株式１株当たりの償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

（算式）

１株当たりの償還価額＝10,000円＋累積未払優先配当金相当額＋日割未払優先配当金額

上記算式における「日割未払優先配当金額」は、償還請求日の属する事業年度において、償還請求日を基

準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、（９）⑤に従い計算される優先配当金額相当額とする。

③償還請求受付場所

東京都中央区東日本橋三丁目７番19号

常磐興産株式会社　管理本部総務部

④償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着したときに発生する。
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（14）現金対価の取得条項（強制償還）

①強制償還の内容

当会社は、平成20年９月26日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日の

到来をもって、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社が第１

回Ａ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第１回

Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して、下記（14）②に定める金額の金銭を交付するこ

とができる（この規定による第１回Ａ種優先株式の取得を「強制償還」といい、強制償還の行われる日を、

以下「強制償還日」という。）。なお、一部取得を行うにあたり、取得する第１回Ａ種優先株式は、抽選、比例

按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。

②強制償還価額

第１回Ａ種優先株式１株当たりの強制償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

（算式）

１株当たりの強制償還価額＝10,000円＋累積未払優先配当金相当額＋日割未払優先配当金額　

上記算式における「日割未払優先配当金額」は、強制償還日の属する事業年度において、強制償還日を基

準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、（９）⑤に従い計算される優先配当金額相当額とする。

（15）普通株式対価の取得請求権（転換請求権)

①転換請求権の内容

第１回Ａ種優先株主は、平成20年９月26日以降いつでも、当会社が第１回Ａ種優先株式を取得するのと引

換えに、第１回Ａ種優先株式１株につき下記（15）③に定める算定方法により算出される数の当会社の普通

株式を交付することを請求（以下「転換請求」という。）することができる。なお、当会社がある株主に対し

て第１回Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が

生じたときは、会社法第167条第３項に従いこれを取り扱う。

②転換請求の制限

上記（15）①にかかわらず、転換請求の日（以下「転換請求日」という。）において、剰余授権株式数（以

下に定義される。）が請求対象普通株式総数（以下に定義される。）を下回る場合には、（ⅰ）第１回Ａ種優

先株主が当該転換請求日に転換請求した第１回Ａ種優先株式の数に、（ⅱ）剰余授権株式数を請求対象普通

株式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り下げる。また、０を

下回る場合は０とする。）の第１回Ａ種優先株式についてのみ、当該第１回Ａ種優先株主の転換請求に基づ

く第１回Ａ種優先株式の取得の効力が生じるものとし、取得の効力が生じる第１回Ａ種優先株式以外の転換

請求にかかる第１回Ａ種優先株式については、転換請求がされなかったものとみなす。なお、一部取得を行う

に当たり、取得する第１回Ａ種優先株式は、抽選、転換請求された第１回Ａ種優先株式の数に応じた比例按分

その他の方法により当会社の取締役会において決定する。

「剰余授権株式数」とは、（ⅰ）当該転換請求日における定款に定める当会社の普通株式に係る発行可能

種類株式総数より、（ⅱ）①当該転換請求日における発行済みの普通株式の数、及び②当該転換請求日に発

行されている新株予約権が全て行使されたものとみなした場合に発行されるべき普通株式の数の合計数を

控除した数をいう。

「請求対象普通株式総数」とは、第１回Ａ種優先株主が当該転換請求日に転換請求した第１回Ａ種優先株

式について、転換請求日に償還請求が行われたと仮定した場合における、上記（13）②に定める第１回Ａ種

優先株式の償還価額の総額を、当該転換請求日における下記（15）③に定める転換価額で除して得られる数

（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）の総数をいう。

③転換請求により交付する普通株式数の算定方法

第１回Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数は、以下の算式に基づき計算される

ものとする。

（算式）

第１回Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数＝Ａ÷Ｂ

Ａ＝転換請求に係る第１回Ａ種優先株式について、転換請求日に償還請求が行われたと仮定した場合におけ

る、上記（13）②に定める第１回Ａ種優先株式の償還価額の総額

Ｂ＝転換価額

ア 当初転換価額

当初の転換価額は、金172円とする。
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イ 転換価額の修正

転換価額は、毎月１日（ただし、同日が当会社の営業日でない場合には、その翌営業日とする。以下「修正

基準日」という。）に、当該修正基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所第一部にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）

の92％相当額に修正される。その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換価額の50％に相当する金額（円位未満小数第２位まで

算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下「下限転換価額」という。ただし、下記ウにより調整され

る。）を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額とする。

ウ 転換価額の調整

（ア）第１回Ａ種優先株式の発行後、次のいずれかに掲げる事由が発生した場合には、次に定める算式（以

下「転換価額調整式」という。）により、転換価額を調整する。

(算式)

調整後転換価額＝Ａ×（Ｂ＋Ｃ×Ｄ÷Ｅ）÷（Ｂ＋Ｃ）

Ａ＝調整前転換価額（調整後転換価額を適用する日の前日において有効な転換価額をいう。）

Ｂ＝発行済普通株式数－自己株式数（基準日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１か月前の日、基

準日がある場合は基準日における、発行済普通株式数から当会社が保有する普通株式数（自己株式数）

を控除した数をいう。）

Ｃ＝新発行・処分普通株式数

Ｄ＝１株当たりの払込金額・処分価額

Ｅ＝１株当たりの時価（調整後転換価額の適用の基準となる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東

京証券取引所第一部における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値

（終値のない日数を除く。）をいい、その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。なお、上記30取引日の間に、本ウに定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均

値は、本ウに準じて調整される。）

（ⅰ）転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は当会社が保有する

普通株式を処分する場合（無償割当ての場合を含む。ただし、下記（ⅲ）記載の証券（権利）の取得

と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付、又は

下記（ⅳ）記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と

引換えによる交付の場合を除く。）

調整後転換価額は、払込みがなされた日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発

生日）の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用

する。本（ⅰ）において、転換価額調整式Ｃにおける「新発行・処分普通株式数」とは、当会社が発行

又は処分する普通株式の数を意味するものとし、転換価額調整式Ｄにおける「１株当たりの払込金額

・処分価額」とは、当該発行又は処分に係る普通株式1株当たりの払込金額又は処分価額をいう。な

お、無償割当ての場合、転換価額調整式Ｄにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、０円とす

る。

（ⅱ）普通株式を分割する場合

調整後転換価額は、普通株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。本（ⅱ）において、転

換価額調整式Ｂにおける「発行済普通株式数－自己株式数」及び「発行済普通株式数から当会社が

保有する普通株式数（自己株式数）を控除した数」はそれぞれ「発行済普通株式数」と読み替え、転

換価額調整式Ｃにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の分割により増加する普通株式の数

を意味するものとし、転換価額調整式Ｄにおける「１株当たりの払込金額・処分価額」は、０円とす

る。
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（ⅲ）転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式又は当会社の普通株式の交

付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得

させることができる証券（権利）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後転換価額は、その払込みがなされた日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効

力発生日）に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合にはその日の最終に、発行さ

れる証券（権利）の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で取得されたも

のとみなして（当会社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換

えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）の場合、更に当該新株予約権

の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして）、その払込みがなされた日（基準日

を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）に、又は募集若しくは無償割当のための基準

日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得価額又は行使価額がその払込

みがなされた日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）、又は募集若しくは

無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後転換価額は、当該取得価額又は行使価額

が決定される日（本（ⅲ）において、以下「価額決定日」という。）に発行される証券（権利）の全

額が当該取得価額で取得されたものとみなして（当会社の普通株式の交付を請求することができる

新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券

（権利）の場合、更に当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして）、価額決

定日の翌日以降これを適用する。本（ⅲ）において「価額」とは、発行される証券（権利）の払込金

額（新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証

券（権利）の場合、当該証券（権利）の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

との合計額）から取得又は行使に際して当該証券（権利）又は新株予約権の保有者に交付される普

通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

（ⅳ）転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって、①当会社の普通株式又は②当会社の普通株式

を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求でき

る、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）を発行する場合（無償割当て

の場合を含む。）

調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その

効力発生日）に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新

株予約権の全てが、その日に有効な転換価額で行使されたものとみなして（当会社の普通株式を交付

することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することが

できる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなし

て）、割当日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）の翌日以降、又は募集若

しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使

価額がその割当日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）、又は募集若しく

は無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後転換価額は、当該行使価額が決定され

る日（本（ⅳ）において、以下「価額決定日」という。）に発行される全ての新株予約権が当該行使

価額で行使されたものとみなして（当会社の普通株式の交付を請求することと引換えに取得される

株式又は取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株

式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして）、価額決定日の翌日以降これを適

用する。本（ⅳ）において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額の合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有

者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額を

いう。

（ⅴ）株式の併合により発行済普通株式数が減少する場合

調整後転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。本（ⅴ）において、転換価額調整

式Ｃにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表

示したものとし、転換価額調整式Ｄにおける「１株当たりの払込金額・処分価額」は、０円とする。

（イ）上記（ア）（ⅰ）ないし（ⅴ）において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当

該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項（ただし、上記（ア）（ⅱ）につい

ては、剰余金の額を減少して、資本金又は資本準備金の額を増加することを含む。）に関する承認決議

を条件としている場合、調整後転換価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこ

れを適用する。
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（ウ）上記（ア）に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当会社取締役会が判断する合

理的な転換価額に変更される。

（ⅰ）合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のために転換価額の調整を必要とする

とき。

（ⅱ）その他当会社の発行済普通株式の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって転換価額

の調整を必要とするとき。

（ⅲ）転換価額の調整事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の算出に関

して使用すべき１株当たり時価が他方の事由によって影響されているとき。

（エ）転換価額の調整のために計算を行う場合には、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。

（オ）転換価額調整式により算出される調整後転換価額と調整前転換価額の差額が１円未満の場合は、転換

価額の調整は行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出す

る場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた

額を使用する。

④転換請求受付場所

東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社　本店

⑤転換請求の効力発生

転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着したときに発生する。

（16）株式の併合または分割

第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受

ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。

５．第１回Ｂ種優先株式の内容は、次のとおりであります

なお、単元株式数は1,000株であり、種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

（１）募集株式の種類

常磐興産株式会社 第１回Ｂ種優先株式

（２）募集株式の数

300,000株

（３）払込金額

１株につき10,000円

（４）払込金額の総額

3,000,000,000円

（５）増加する資本金の額

1,500,000,000円（１株につき5,000円）

（６）増加する資本準備金の額

1,500,000,000円（１株につき5,000円）

（７）払込期日

平成24年１月30日

（８）割当先及び株式数

各割当先に対し、それぞれ以下に記載の株式数を割り当てる。

ふくしま応援ファンド投資事業有限責任組合：100,000株

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合：100,000株

みずほ東北産業育成投資事業有限責任組合：100,000株

（９）剰余金の配当

①期末配当の基準日

当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ｂ種優先株式を有する株主（以

下「第１回Ｂ種優先株主」という。）又は第１回Ｂ種優先株式の登録株式質権者（以下「第１回Ｂ種優先登

録株式質権者」という。）に対して、金銭による剰余金の配当（期末配当）をすることができる。

②中間配当の基準日

当会社は、取締役会の決議により、毎年９月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ｂ種優先

株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対して、会社法第454条第５項に定める金銭による剰余金の配当

（中間配当）をすることができる。
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③期末配当及び中間配当以外の期中における優先配当の基準日

当会社は、期末配当及び中間配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録さ

れた第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当をすることが

できる。

④優先配当金

当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として第１回Ｂ種優先株式の剰余金の配当を行うときは、

当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権

者に対して、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」とい

う。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、かつ、当該基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ａ種優先株式を有する株主（以下「第１回Ａ種優先株主」

という。）又は第１回Ａ種優先株式の登録株式質権者（以下「第１回Ａ種優先登録株式質権者」という。）

に対し第１回Ａ種優先株式の発行要項（以下「第１回Ａ種発行要項」という。）９.(４)（注４（９）④に

記載の内容）に基づき支払う配当金（以下「第１回Ａ種優先配当金」という。）の支払と同順位で、第１回

Ｂ種優先株式１株につき、下記（９）⑤に定める額の配当金（以下「優先配当金」という。）を金銭にて支

払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中に、当該剰余金の配当の基準日以前の日を基準

日として第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したときは、その額を

控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会

社が第１回Ｂ種優先株式を取得した場合、当該第１回Ｂ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を

行うことを要しない。

⑤優先配当金の額

優先配当金の額は、第１回Ｂ種優先株式１株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除

算は最後に行い、円位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。

第１回Ｂ種優先株式１株当たりの優先配当金の額は、第１回Ｂ種優先株式の１株当たりの払込金額に年率

６％を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、当該剰

余金の配当の基準日が平成24年３月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含む。）

から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日として日割計算に

より算出される金額とする。

⑥累積条項

ある事業年度に属する日を基準日として第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対し

て行われた１株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とする優先配当金の額に達し

ないときは、その不足額は翌事業年度の初日（同日を含む。）以降、年率６％の利率で１年毎の複利計算によ

り累積する。なお、当該計算は、１年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未

満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。累積した不足額（以下「累積未払優先配当金」

という。）については、当該翌事業年度以降、優先配当金、第１回Ａ種優先配当金並びに普通株主及び普通登

録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、かつ、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権

者に対する、第１回Ａ種発行要項９.(６)（注４（９）⑥に記載の内容）に従い計算した第１回Ａ種優先配

当金に係る累積未払額の配当と同順位で、第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対して

配当する。

⑦非参加条項

当会社は、第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対して、優先配当金を超えて剰余金

の配当を行わない。

（10）残余財産の分配

①残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対して、

普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、かつ、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権

者に対し第１回Ａ種発行要項10.(１)（注４（10）①に記載の内容）に基づき行う残余財産の分配と同順位

で、第１回Ｂ種優先株式１株当たり、下記（10）②に定める金額を支払う。ただし、残余財産が第１回Ｂ種優

先株主及び第１回Ａ種優先株主（以下、本項において個別に又は総称して「優先株主」という。）並びに第

１回Ｂ種優先登録株式質権者及び第１回Ａ種優先登録株式質権者（以下、本項において個別に又は総称して

「優先登録株式質権者」という。）に対して支払うべき金額の総額に満たない場合は、それぞれその優先株

主又は優先登録株式質権者に支払うべき金額に応じて残余財産を按分して分配するものとする。
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②残余財産分配額

第１回Ｂ種優先株式１株当たりの残余財産分配額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

（算式）

１株当たりの残余財産分配額＝10,000円＋累積未払優先配当金相当額＋日割未払優先配当金額

上記算式における「日割未払優先配当金額」は、残余財産分配がなされる日（以下「残余財産分配日」と

いう。）の属する事業年度において、残余財産分配日を基準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、

（９）⑤に従い計算される優先配当金額相当額とする。

③非参加条項

第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わな

い。

（11）譲渡制限

譲渡による第１回Ｂ種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。

（12）議決権

第１回Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。

（13）現金対価の取得請求権（償還請求権）

①償還請求権の内容

第１回Ｂ種優先株主は、払込期日以降いつでも、当会社に対して現金を対価として第１回Ｂ種優先株式を

取得することを請求（以下「償還請求」という。）することができる。この場合、当会社は、第１回Ｂ種優先

株式を取得するのと引換えに、当該償還請求の日（以下「償還請求日」という。）における分配可能額を限

度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株

式質権者に対して、下記（13）②に定める金額の金銭を交付する。

なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第１回Ｂ種優先株式

は、抽選又は償還請求が行われた第１回Ｂ種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取

締役会において決定する。

②償還価額

第１回Ｂ種優先株式１株当たりの償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

（算式）

１株当たりの償還価額＝10,000円＋累積未払優先配当金相当額＋日割未払優先配当金額

上記算式における「日割未払優先配当金額」は、償還請求日の属する事業年度において、償還請求日を基

準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、（９）⑤に従い計算される優先配当金額相当額とする。

③償還請求受付場所

東京都中央区東日本橋三丁目７番19号

常磐興産株式会社 管理本部総務部

④償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着したときに発生する。

（14）現金対価の取得条項（強制償還）

①強制償還の内容

当会社は、払込期日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日の到来を

もって、第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社が第１回Ｂ種

優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第１回Ｂ種優

先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対して、下記（14）②に定める金額の金銭を交付することがで

きる（この規定による第１回Ｂ種優先株式の取得を「強制償還」といい、強制償還の行われる日を、以下

「強制償還日」という。）。なお、一部取得を行うに当たり、取得する第１回Ｂ種優先株式は、抽選、比例按分

その他の方法により当会社の取締役会において決定する。

②強制償還価額

第１回Ｂ種優先株式１株当たりの強制償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

（算式）

１株当たりの強制償還価額＝10,000円＋累積未払優先配当金相当額＋日割未払優先配当金額

上記算式における「日割未払優先配当金額」は、強制償還日の属する事業年度において、強制償還日を基

準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、（９）⑤に従い計算される優先配当金額相当額とする。
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（15）普通株式対価の取得請求権（転換請求権）

①転換請求権の内容

第１回Ｂ種優先株主は、払込期日以降いつでも、当会社が第１回Ｂ種優先株式を取得するのと引換えに、第

１回Ｂ種優先株式１株につき下記（15）③に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式を交

付することを請求（以下「転換請求」という。）することができる。なお、当会社がある株主に対して第１回

Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式数の算出に当たって、１株未満の端数が生じたと

きは、会社法第167条第３項に従いこれを取り扱う。

②転換請求の制限

上記（15）①にかかわらず、転換請求の日（以下「転換請求日」という。）において、剰余授権株式数（以

下に定義される。）が請求対象普通株式総数（以下に定義される。）を下回る場合には、（ⅰ）第１回Ｂ種優

先株主が当該転換請求日に転換請求した第１回Ｂ種優先株式の数に、（ⅱ）剰余授権株式数を請求対象普通

株式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り下げる。また、０を

下回る場合は０とする。）の第１回Ｂ種優先株式についてのみ、当該第１回Ｂ種優先株主の転換請求に基づ

く第１回Ｂ種優先株式の取得の効力が生じるものとし、取得の効力が生じる第１回Ｂ種優先株式以外の転換

請求に係る第１回Ｂ種優先株式については、転換請求がされなかったものとみなす。なお、一部取得を行うに

当たり、取得する第１回Ｂ種優先株式は、抽選、転換請求された第１回Ｂ種優先株式の数に応じた比例按分そ

の他の方法により当会社の取締役会において決定する。

「剰余授権株式数」とは、（ⅰ）当該転換請求日における定款に定める当会社の普通株式に係る発行可能

種類株式総数より、（ⅱ）①当該転換請求日における発行済みの普通株式の数、及び②当該転換請求日に発

行されている新株予約権が全て行使されたものとみなした場合に発行されるべき普通株式の数の合計数を

控除した数をいう。

「請求対象普通株式総数」とは、第１回Ｂ種優先株主が当該転換請求日に転換請求した第１回Ｂ種優先株

式について、転換請求日に償還請求が行われたと仮定した場合における、上記（13）②に定める第１回Ｂ種

優先株式の償還価額の総額を、当該転換請求日における下記（15）③に定める転換価額で除して得られる数

（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）の総数をいう。

③転換請求により交付する普通株式数の算定方法

第１回Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数は、以下の算式に基づき計算される

ものとする。

（算式）

第１回Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数＝Ａ÷Ｂ

Ａ＝転換請求に係る第１回Ｂ種優先株式について、転換請求日に償還請求が行われたと仮定した場合におけ

る、上記（13）②に定める第１回Ｂ種優先株式の償還価額の総額

Ｂ＝転換価額

ア 当初転換価額

当初の転換価額は、金82円とする。

イ 転換価額の修正

転換価額は、毎月１日（ただし、同日が当会社の営業日でない場合には、その翌営業日とする。以下「修正

基準日」という。）に、当該修正基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所第一部にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）

の92％相当額に修正される。その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が41円（以下「下限転換価額」という。ただし、下記ウにより調整

される。）を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転換価額が123円（以下

「上限転換価額」という。ただし、下記ウにより調整される。）を上回る場合には上限転換価額をもって修

正後転換価額とする。

ウ 転換価額の調整

（ア）　第１回Ｂ種優先株式の発行後、次のいずれかに掲げる事由が発生した場合には、次に定める算式（以

下「転換価額調整式」という。）により、転換価額を調整する。
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（算式）

調整後転換価額＝Ａ×（Ｂ＋Ｃ×Ｄ÷Ｅ）÷（Ｂ＋Ｃ）

Ａ＝調整前転換価額（調整後転換価額を適用する日の前日において有効な転換価額をいう。）

Ｂ＝発行済普通株式数－自己株式数（基準日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１か月前の日、基

準日がある場合は基準日における、発行済普通株式数から当会社が保有する普通株式数（自己株式数）

を控除した数をいう。）

Ｃ＝新発行・処分普通株式数

Ｄ＝１株当たりの払込金額・処分価額

Ｅ＝１株当たりの時価（調整後転換価額の適用の基準となる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東

京証券取引所第一部における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値

（終値のない日数を除く。）をいい、その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。なお、上記30取引日の間に、本ウに定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均

値は、本ウに準じて調整される。）

（ⅰ）転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は当会社が保有する

普通株式を処分する場合（無償割当ての場合を含む。ただし、下記（ⅲ）記載の証券（権利）の取得

と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付、又は

下記（ⅳ）記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と

引換えによる交付の場合を除く。）

調整後転換価額は、払込みがなされた日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発

生日）の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用

する。本（ⅰ）において、転換価額調整式Ｃにおける「新発行・処分普通株式数」とは、当会社が発行

又は処分する普通株式の数を意味するものとし、転換価額調整式Ｄにおける「１株当たりの払込金額

・処分価額」とは、当該発行又は処分に係る普通株式１株当たりの払込金額又は処分価額をいう。な

お、無償割当ての場合、転換価額調整式Ｄにおける「１株当たりの払込金額・処分価額」は、０円とす

る。

（ⅱ）普通株式を分割する場合

調整後転換価額は、普通株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。本（ⅱ）において、転

換価額調整式Ｂにおける「発行済普通株式数－自己株式数」及び「発行済普通株式数から当会社が

保有する普通株式数（自己株式数）を控除した数」はそれぞれ「発行済普通株式数」と読み替え、転

換価額調整式Ｃにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の分割により増加する普通株式の数

を意味するものとし、転換価額調整式Ｄにおける「１株当たりの払込金額・処分価額」は、０円とす

る。

（ⅲ）転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって、当会社の普通株式又は当会社の普通株式の交

付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得

させることができる証券（権利）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後転換価額は、その払込みがなされた日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効

力発生日）に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合にはその日の最終に、発行さ

れる証券（権利）の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で取得されたも

のとみなして（当会社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換

えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）の場合、更に当該新株予約権

の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして）、その払込みがなされた日（基準日

を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）に、又は募集若しくは無償割当のための基準

日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得価額又は行使価額がその払込

みがなされた日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）、又は募集若しくは

無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後転換価額は、当該取得価額又は行使価額

が決定される日（本（ⅲ）において、以下「価額決定日」という。）に発行される証券（権利）の全

額が当該取得価額で取得されたものとみなして（当会社の普通株式の交付を請求することができる

新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券

（権利）の場合、更に当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして）、価額決

定日の翌日以降これを適用する。本（ⅲ）において「価額」とは、発行される証券（権利）の払込金

額（新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証

券（権利）の場合、当該証券（権利）の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

との合計額）から取得又は行使に際して当該証券（権利）又は新株予約権の保有者に交付される普

通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

EDINET提出書類

常磐興産株式会社(E00033)

四半期報告書

17/32



（ⅳ）転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって、①当会社の普通株式又は②当会社の普通株式

を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求でき

る、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）を発行する場合（無償割当て

の場合を含む。）

調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その

効力発生日）に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新

株予約権の全てが、その日に有効な転換価額で行使されたものとみなして（当会社の普通株式を交付

することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することが

できる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなし

て）、割当日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）の翌日以降、又は募集若

しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使

価額がその割当日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）、又は募集若しく

は無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後転換価額は、当該行使価額が決定され

る日（本（ⅳ）において、以下「価額決定日」という。）に発行される全ての新株予約権が当該行使

価額で行使されたものとみなして（当会社の普通株式の交付を請求することと引換えに取得される

株式又は取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株

式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして）、価額決定日の翌日以降これを適

用する。本（ⅳ）において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額の合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有

者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額を

いう。

（ⅴ）株式の併合により発行済普通株式数が減少する場合

調整後転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。本（ⅴ）において、転換価額調整

式Ｃにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表

示したものとし、転換価額調整式Ｄにおける「１株当たりの払込金額・処分価額」は、０円とする。

（イ）上記（ア）（ⅰ）ないし（ⅴ）において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当

該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項（ただし、上記（ア）（ⅱ）につい

ては、剰余金の額を減少して、資本金又は資本準備金の額を増加することを含む。）に関する承認決議

を条件としている場合、調整後転換価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこ

れを適用する。

（ウ）上記（ア）に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当会社取締役会が判断する合

理的な転換価額に変更される。

（ⅰ）合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のために転換価額の調整を必要とする

とき。

（ⅱ）その他当会社の発行済普通株式の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって転換価額

の調整を必要とするとき。

（ⅲ）転換価額の調整事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の算出に関

して使用すべき１株当たりの時価が他方の事由によって影響されているとき。

（エ）転換価額の調整のために計算を行う場合には、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。

（オ）転換価額調整式により算出される調整後転換価額と調整前転換価額の差額が１円未満の場合は、転換

価額の調整は行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出す

る場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた

額を使用する。

④転換請求受付場所

東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社 本店

⑤転換請求の効力発生

転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着したときに発生する。

（16）株式の併合又は分割

第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受

ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。

　

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 行使はありません。  

  

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 79,968 － 2,141 － 1,500

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式

第１回Ａ種優先株式

70,000
－

「1(1)②発行済株式」の

記載を参照　第１回Ｂ種優先株式

300,000
－

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式     85,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 79,100,000 79,100 －

単元未満株式 普通株式    413,912 － －

発行済株式総数 79,968,912 － －

総株主の議決権 － 79,100 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数１個）含まれて

おります。

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

常磐興産株式会社
福島県いわき市常磐藤

原町蕨平50番地
85,000 － 85,000 0.11

計 － 85,000 － 85,000 0.11

　（注）　上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の数１

個）あります。

なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含めております。
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,406 8,333

受取手形及び売掛金 ※1
 2,509

※1
 2,328

たな卸資産 375 396

その他 435 471

貸倒引当金 △26 △56

流動資産合計 12,701 11,473

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,686 14,452

土地 14,683 14,683

その他（純額） 2,112 2,187

有形固定資産合計 31,483 31,324

無形固定資産 104 96

投資その他の資産

投資有価証券 4,204 3,910

投資不動産（純額） 8,556 8,553

その他 2,160 2,650

貸倒引当金 △1,586 △2,081

投資その他の資産合計 13,334 13,031

固定資産合計 44,922 44,453

繰延資産 39 34

資産合計 57,662 55,961
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 2,204

※1
 1,965

短期借入金 13,552 13,916

1年内償還予定の社債 684 684

未払法人税等 74 12

賞与引当金 179 241

事業整理損失引当金 343 342

災害損失引当金 987 203

設備関係支払手形 ※1
 1,783

※1
 1,459

その他 ※2
 2,773

※2
 2,544

流動負債合計 22,583 21,370

固定負債

社債 986 986

長期借入金 18,322 17,929

繰延税金負債 2,762 2,737

退職給付引当金 43 43

環境対策引当金 99 99

資産除去債務 393 394

その他 3,010 3,018

固定負債合計 25,617 25,209

負債合計 48,200 46,579

純資産の部

株主資本

資本金 2,141 2,141

資本剰余金 13,517 6,355

利益剰余金 △6,243 1,101

自己株式 △11 △11

株主資本合計 9,403 9,586

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 43 △221

土地再評価差額金 △2 △2

その他の包括利益累計額合計 40 △224

少数株主持分 18 19

純資産合計 9,462 9,381

負債純資産合計 57,662 55,961
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 3,354 9,321

売上原価 3,252 8,567

売上総利益 102 753

販売費及び一般管理費 374 656

営業利益又は営業損失（△） △272 97

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 50 52

持分法による投資利益 － 2

不動産賃貸料 31 36

その他 9 8

営業外収益合計 92 99

営業外費用

支払利息 145 158

持分法による投資損失 21 －

不動産賃貸費用 16 16

その他 16 27

営業外費用合計 199 202

経常損失（△） △380 △5

特別利益

固定資産売却益 － 0

投資不動産売却益 － 1

復興補助金 － 209

施設提供料 ※1
 56 －

その他 6 0

特別利益合計 63 211

特別損失

固定資産除却損 0 1

投資有価証券評価損 148 －

災害による損失 ※2
 5,466 －

その他 0 －

特別損失合計 5,615 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△5,932 205

法人税、住民税及び事業税 3 6

法人税等調整額 9 7

法人税等合計 12 14

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△5,945 191

少数株主利益 0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,945 190
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△5,945 191

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 69 △265

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 69 △265

四半期包括利益 △5,876 △73

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,876 △74

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　　㈱ホテルクレスト札幌は事業活動を終了しており、連結財務諸表に与える影響が乏しくなったため、当第１四半期

連結会計期間より、連結の範囲から除外しております。　

【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　一部子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四

半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間

末日残高に含まれております。　

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 60百万円 24百万円

支払手形 262 537

　前連結会計年度の支払手形には210百万円、当第１四半期連結会計期間の支払手形には473百万円それぞれ設備関

係支払手形が含まれております。　

※２　前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間の流動負債の「その他」には、補助金の概算払受取額700百万円が

含まれております。　

（四半期連結損益計算書関係）

　 ※１．施設提供料は、福島県からの要請を受け避難された方々に施設を提供したものであります。　

　　※２．災害による損失は、平成23年４月11日に発生したいわき市を震源とする地震に伴うものであり、主な内容は次の

とおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（平成24年６月30日）

　 　 （百万円）

原状回復費用 4,173百万円 －百万円

固定資産除却損 656　　　 －

営業休止期間中の固定費 633 －
　
　なお、原状回復費用のうち災害損失引当金繰入額は、4,139百万円であります。　　

EDINET提出書類

常磐興産株式会社(E00033)

四半期報告書

27/32



　　　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却費 272百万円

　災害による損失の減価償却費

（205百万円）を含めて表示し

ております。　

331百万円

　

　　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当金支払額

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当金支払額

　該当事項はありません。　　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

観光事業 卸売業
製造関連
事業

運輸業 合計

売上高    　    

外部顧客への売

上高
116 2,342 513 382 3,354 － 3,354

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

0 76 － 11 88 △88 －

計 116 2,419 513 393 3,442 △88 3,354

セグメント利益

又は損失（△）
△176 21 55 △31 △130 △141 △272

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△141百万円には、セグメント間取引消去△２百万円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△139百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

観光事業 卸売業
製造関連
事業

運輸業 合計

売上高    　    

外部顧客への売

上高
2,339 6,013 485 483 9,321 － 9,321

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1 99 － 14 114 △114 －

計 2,340 6,113 485 497 9,436 △114 9,321

セグメント利益 183 27 34 9 255 △157 97

（注）１．セグメント利益の調整額△157百万円には、セグメント間取引消去△０百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△157百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当り四半

期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

(１)１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）
△74円89銭 1円68銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万

円）
△5,945 190

普通株主に帰属しない金額（百万円） 8 56

（うち優先配当額）（百万円） (8) (56)

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

(△)（百万円）
△5,954 133

普通株式の期中平均株式数（千株） 79,515 79,512

(２)潜在株式調整後１株当り四半期純利益金額 － 1円57銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － 56

（うち優先配当額）（百万円） (－) (56)

普通株式増加数(千株) － 41,574

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

　────── 　──────

（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの

１株当たり四半期純損失のため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月10日

常磐興産株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内田　英仁　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 出口　賢二　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている常磐興産株式会社

の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、常磐興産株式会社及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

利害関係　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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